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金融円滑法定報告の修正報告について 
 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第8条

第 1 項の規定に基づき、同法第 4 条の規定に基づく措置の実施状況の報告として

平成 22 年 9 月末の報告を平成 22 年 11 月 12 日に報告いたしましたが、別紙理

由から報告に一部誤りがありましたので、別表のとおり修正報告いたします。 
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（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

【債務者が中小企業者である場合】

906 999

0

268

0 0

0

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0

0

0

0

0

0

うち、審査中の貸付債権の額

判断を示した貸付債権の額

20

0

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾

する旨の判断を示した貸付債権の額

うち、信用保証協会が債務の保証を応諾する旨の

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた

貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

する旨の判断を示した貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

167

167

12

0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった

貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

0

0

0

0

154

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0

0

0

0

154

0

409

0

27

7

171

167

12

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

409

0

753

678

268

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

75

4

0

0

174 191

153 183

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

48

48

0

4

20

55

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 1,075 1,150

962 1,028

705

678

43 17

0 0

11 11

0 0

0 0

113 121

95 113

1,136 1,220

1,028962

10

7

0

7

0 0

11 11

0 0

906

0

999

0

0 0

12 0

43 17

0 0

0 0

7 7

61 70

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

【修正前】 【修正後】 【差　　異】
（単位：百万円）

2 0

61 70

58 70



平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年

１２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末

101 94 116

第５　　法第４条に基づく措置の実施状況　　

【債務者が中小企業者である場合】

（別表2）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

7

6

77

【修正前】 【修正後】 【差　　異】

1 96 46貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 81

26

55

0

0
貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
6 39

0

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾

うち、実行に係る貸付債権の数 3 26 361 77 61

1 1

0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数

16

0

する旨の判断を示した貸付債権の数
0

0うち、取下げに係る貸付債権の数

0

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
0 0

0 0 0

0 7 1
貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
16 19

うち、実行に係る貸付債権の数 13

00 0 0 0

0 0

13

29

250 4 118

0 00 0

0 0

0 0

0

0

うち、審査中の貸付債権の数

1 1うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0

0

0

13 15

65 82 65 82 0 039 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 1 1 0 0 0 0 00

0

0

する旨の判断を示した貸付債権の数
0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 3 13

0

3

0 0

04 3 13 0

9

0 0

3 4 0

0

1

1 9

0 00 0

12

34 13 15

1533

0 0
判断を示した貸付債権の数

うち、信用保証協会が債務の保証を応諾する旨の
0 0 00 0 0

00 3 3 03 2 0 1

0 0 0

（単位：件）

1 1 0 0

0 0



平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年 平成２１年 平成２２年 平成２２年 平成２２年

１２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末 ６月末 ９月末

0

（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
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（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
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（別表７）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

【債務者が住宅資金借入者である場合】
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（別表８）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
【債務者が住宅資金借入者である場合】


